










<はじめに> 

 母子保健の歴史は比較的古く、保健衛生のきっかけは母子保健にはじまっているといえ

よう。昭和 12 年に母子保護法が制定され、これによって母子に対する保護が整備された。

昭和 15 年には国民体力法が制定され、その中で乳幼児の健康診査や保健指導等が全国的に

行われた。次いで妊産婦手帳の制度が創設され、母と子の保護・指導と拡大をみている。

戦後においても飛躍的に発展し、行政面でも着々と施策が講じられてきた。保護的内容か

ら福祉対策にはじまり、保健対策はいうに及ばず医療対策まで総合的な体制が出来上がり、

この施策体制は他に類をみないであろう。しかし、その中にもまだまだ残された問題があ

り、社会状況の変化に合わせ母子保健のあり方を今後考える必要がある。母子保健活動は

本来日々の生活に直結したものであり、効果的な展開をするためには、母と子の生活の場

である市町村において、住民と密着しそのニーズに対応する保健計画の策定が必要である。

まず研究目的を果すため、研究計画及び目標に沿ってすすめているところである。3 ヵ年

の調査研究期間を設定し、初年度(昭和 61 年度)計画実施済みの段階で現状を報告する。 

 初年度計画内容は、次のとおりである。 

1)研究員の研究検討会の開催 2)研究員の研究分担の決定 3)既存資料の収集・分析 4)アン

ケート調査票の作成 5)アンケート調査の実施ここでは、3)4)5)について述べることにする。 


